
新旧対照表 

 

新 旧 

 
 

岡三の証券総合取引約款 
 
 

第４章 有価証券の保護預り取引 
 
第８条 お客さまへの連絡事項 
（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、金

商法第２８条第８項第６号に規定する有価証券関連デリ
バティブ取引（以下「有価証券関連デリバティブ取引」
といいます。）又は金商法第２条第２２項に規定する店頭
デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引並び
に金融商品取引法施行令第１条の８の６第１項第２号に
該当するもの及び同令第１６条の４第１項各号に掲げる
ものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といい
ます。）の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。
また、取引のある場合は、四半期に１回以上（信用取引、
有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取
引の未決済建玉がある場合は毎月）、法律の定めるところ
により、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告
書により行いますから、その内容にご不審の点があると
きは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コン
プライアンス部にご連絡ください。 

 
 

第５章 株式等振替決済取引 
 

第３２条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）の残高照合のための報告は、振替株式等の

残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご
通知します。また、法令等の定めるところにより取引残
高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のため
の報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の
点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又
は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 

 
 

第６章 国際振替決済取引 
 
第１１条 お客様への連絡事項 
（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、金

融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第２８条第
８項第６号に規定する有価証券関連デリバティブ取引
（以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。）
又は金商法第２条第２２項に規定する店頭デリバティブ
取引（有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取
引法施行令第１条の８の３第１項第２号に該当するもの
及び同令第１６条の４第１項各号に掲げるものを除きま
す。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。）の未決
済建玉がある場合には２回）以上行います。また、取引
のある場合は、四半期に１回以上（信用取引、有価証券
関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決
済建玉がある場合は毎月）、法律の定めるところにより、
残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により
行いますから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理課長又は本店コンプライア
ンス部にご連絡ください。 

 
 
 
 

 
 

岡三の証券総合取引約款 
 
 

第４章 有価証券の保護預り取引 
 
第８条 お客さまへの連絡事項 
（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、金

商法第２８条第８項第６号に規定する有価証券関連デリ
バティブ取引（以下「有価証券関連デリバティブ取引」
といいます。）又は金商法第２条第２２項に規定する店頭
デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引並び
に金融商品取引法施行令第１条の８の６第１項第２号に
該当するもの及び同令第１６条の４第１項各号に掲げる
ものを除きます。以下「店頭デリバティブ取引」といい
ます。）の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。
また、取引のある場合は、四半期に１回以上（信用取引、
有価証券関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取
引の未決済建玉がある場合は毎月）、法律の定めるところ
により、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告
書により行いますから、その内容にご不審の点があると
きは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は本店業務
監査部にご連絡ください。 

 
 

第５章 株式等振替決済取引 
 

第３２条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）の残高照合のための報告は、振替株式等の

残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご
通知します。また、法令等の定めるところにより取引残
高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のため
の報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の
点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又
は本店業務監査部にご連絡ください。 

 
 

第６章 国際振替決済取引 
 
第１１条 お客様への連絡事項 
（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、金

融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第２８条第
８項第６号に規定する有価証券関連デリバティブ取引
（以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。）
又は金商法第２条第２２項に規定する店頭デリバティブ
取引（有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取
引法施行令第１条の８の３第１項第２号に該当するもの
及び同令第１６条の４第１項各号に掲げるものを除きま
す。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。）の未決
済建玉がある場合には２回）以上行います。また、取引
のある場合は、四半期に１回以上（信用取引、有価証券
関連デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の未決
済建玉がある場合は毎月）、法律の定めるところにより、
残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書により
行いますから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理課長又は本店業務監査部に
ご連絡ください。 

 
 
 
 



新 旧 

 
第７章 一般債振替決済取引 

 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、一般債の残

高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご通
知します。また、法令等の定めるところにより取引残高
報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための
報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点
があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は
本店コンプライアンス部にご連絡ください。 

 
 

第８章 短期社債等振替決済取引 
 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）の残高照合のための報告は、短期社債等の

残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご
通知します。また、法令等の定めるところにより取引残
高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のため
の報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の
点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又
は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 

 
 

第９章 投資信託受益権振替決済取引 
 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、投資信託受

益権の残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回
以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより
取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合
のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご
不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理
課長又は本店コンプライアンス部にご連絡ください。 

 
                               

以   上 
 
 

 

 
第７章 一般債振替決済取引 

 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、一般債の残

高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご通
知します。また、法令等の定めるところにより取引残高
報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための
報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点
があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は
本店業務監査部にご連絡ください。 

 
 

第８章 短期社債等振替決済取引 
 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）の残高照合のための報告は、短期社債等の

残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回以上ご
通知します。また、法令等の定めるところにより取引残
高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のため
の報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の
点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又
は本店業務監査部にご連絡ください。 

 
 

第９章 投資信託受益権振替決済取引 
 
第９条 お客様への連絡事項 
（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、投資信託受

益権の残高に異動があった場合に、所定の時期に年１回
以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより
取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合
のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご
不審の点があるときは、すみやかに当社の取扱店の管理
課長又は本店業務監査部にご連絡ください。 

 
                               

以   上 
 
 
 
 

 

 


